
神戸市住宅土砂災害対策移転支援事業補助金交付要綱 

平成２９年 ７月２７日 制定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、土砂災害による危険から住民の生命の安全の確保を図るため、社会資本

整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日国官会第２３１７号国土交通事務次官通

知。以下「交付金要綱」という。）及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱（以下「県補助金

交付要綱」という。）に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号。以下「土砂災害防止法」という。）第９条第１項に規

定する土砂災害特別警戒区域（以下「土砂災害特別警戒区域」という。）内における既存不

適格等の住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについ

て、神戸市補助金等の交付に関する規則（平成２７年神戸市規則第３８号。以下「規則」

という。）に規定するもののほか必要な事項を定めるとともに、規則第３条の規定に基づき

手続きの特例を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

(1) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域（指定見込みの区域を含む）に存する建築

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第８０条の３の規定について既存不適格

住宅、又はこの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の

支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。 

(2) 補助事業者 土砂災害危険住宅の居住者かつ所有者（市長が適当と認める者を含む。）

をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助事業は補助事業者が行う土砂災害危険住宅を安全な土地に移転することをいう。 

２ 補助事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。  

(1) 土砂災害危険住宅に代わる住宅（以下「移転先住宅」という。）は、土砂災害警戒区

域外であること。 

(2) 補助事業者は、除却後の跡地に住宅の用に供する建築物を建築しないこと。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表のとおりとする。 

２ 第１項の経費の額には、消費税相当額を含む。 

３ 補助金の交付額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 

 



（補助事業の申込み） 

第５条 補助金の交付申請をする者は、次条に規定する補助金の交付申請前に補助事業申込書

（別記第１号様式）を担当課と事前協議を行った上で、提出すること。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助事業者は，補助金の交付を受けて補助事業を実施しようとする場合には，補助金

交付申請書（別記第２号様式）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に

含まれる消費税等のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係

る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計金額を補助対象経費の消費税等相

当額に対する補助額の消費税等相当額の割合で按分して得た金額をいう。以下同じ。）があ

る場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助

金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

（補助金の交付の決定・通知) 

第７条 市長は，前条第１項の規定により提出された補助金交付申請書等の内容がこの要綱の

規定に適合するものであると認める場合は、交付決定通知書（別記第３号様式）を補助事

業者に通知するものとする。補助金を交付しないと決定したときは、不交付決定通知書（別

記第４号様式）を通知するものとする。 

２ 次条第１項第１号に規定する申請書の提出をうけ、当該申請の内容が適合するものである

と認めた場合には、交付変更承認通知書（別記第５号様式）により、補助事業者に通知す

るものとする。 

３ 補助事業者は、第１項の規定による交付決定通知を受けた後でなければ，補助事業に着手

してはならない。 

４ 補助事業者は、第２項の規定による交付変更承認通知を受けた後でなければ，当該工事に

係る変更部分の補助事業に着手してはならない。 

（補助金の交付の条件) 

第８条 規則第７条の規定により補助金の交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容若しくは補助金の額の変更が生じる場合は、変更承認申請書（別記 

様式第６号）を市長に提出し、承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに中止・廃止承認申請書 

（別記様式第７号）を市長に提出し、承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告してその指示を 

受けること。 

(4) 補助事業について、その都度事業の収支を明らかにした領収証書等の書類を取りそ

ろえ、また帳票を備えてその予算の出納の一切の事項を明確に記入しておくこと。こ

れらの書類及び帳票は、事業の完了又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算し



て５年間保存しておくこと。 

(5) 規則第１９条第１項各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部

又は一部の返還を命ずることがある。 

(6) 補助事業が完了したときは、その完了の日から４０日以内（中止又は廃止の承認を 

受けた場合には、当該承認通知を受理した日から４０日以内）又は補助金の交付の決  

定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、第１１条に規定する実績報告書を市

長に提出すること。 

(7) 土砂災害危険住宅の解体に伴い必要な手続きや発生した廃材の処理等は、関係法令

を遵守し、適切に行うこと。 

(8) 第６条第２項ただし書きの規定により申請した者は、補助金の交付決定額につい

て、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを上記の補助

金交 付決定額から減額して実績報告すること。 

(9) 公共事業等による立ち退きに伴い、除却に係る補償費を受ける場合は、住宅の除却

等に要する経費は対象としない。 

(10) 移転先が神戸市外の場合、土砂災害危険住宅の除却等に要する経費のみを補助金

交付の対象とする。 

(11) 補助事業は、補助金の交付の決定を受けた会計年度の末日までに完了し、補助金

の額の確定を受けるものとする。 

(12) その他、規則及びこの要綱を順守すること。 

（補助事業の遂行状況報告） 

第９条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当

該報告をしなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合は、速やかに遂行 

困難状況報告書（別記第８号様式）を市長に提出して、その指示を受けなければならない。 

（申請の取下げ） 

第 10条 規則第９条の規定により補助金交付申請の取下げをすることができる期間は，第８

条第１項の補助金交付決定通知書を受領した日から２０日以内とする。 

（実績報告） 

第 11条 規則第１５条の規定により提出しなければならない実績報告書及び添付書類の様式

は，別記様式第９号のとおりとし，その提出期限は，当該補助事業の完了の日（廃止の承

認を受けた日を含む。）から４０日以内又は補助金の交付の決定があった日の属する市の

年度の末日のいずれか早い日とする。 

（補助金の額の確定） 

第 12条 規則第１６条第１項の規定により補助金の額を確定した場合における当該確定通知

書の様式は，別記様式第１０号のとおりとする。 

（補助金の返還） 



第 13条 規則第２０条の規定により補助金の返還を命じる場合における当該補助金返還命令

書の様式は，別記様式第１１号のとおりとする。 

（補助金の交付方法） 

第 14条 補助金は、規則第１６条第１項の規定による補助金の額の確定後に交付するものと

し、当該交付を受けるために提出しなければならない請求書の様式は、別記様式第１２号

のとおりとする。 

（消費税相当額の確定に伴う補助金の返還） 

第 15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後において、消費税及び地方消費税の申

告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、所定の消費税仕入控

除税額報告書（別記第１３号様式）により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返

還命令を受けてこれを市に返還しなければならない。 

（跡地の借用） 

第 16条 土砂災害特別警戒区域の指定後（指定見込みの区域の場合は土砂災害防止法第４条

第１項に定められた基礎調査を完了した後）に、土砂災害特別警戒区域を敷地内に含む住

宅が除却された跡地について、市長は当該跡地所有者の申し出により、その土地を借用す

ることができる。ただし、この場合、借地料は無償とする。 

（その他） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別途定める。 

附 則 

（施工期日） 

 この要綱は、平成２９年 ７月 ２７日から施行する 

（施工期日） 

 この要綱は、平成３０年 ７月  ９日から施行する 

（施工期日） 

 この要綱は、平成３１年 ４月  １日から施行する 

（施工期日） 

 この要綱は、令和 ２年 ４月 １６日から施行する 

（施工期日） 

 この要綱は、令和 ４年 ２月  ８日から施行する 

（施工期日） 

 この要綱は、令和 ６年 ４月  １日から施行する 

 

  



事業費区分 補助対象限度額 補助率 補助対象費用の内容 

土砂災害危険住宅

の除却等に要する

経費 

（除却等費） 

①除却費 

上限なし 

 

②動産移転等費 

一戸当たり９７５千円 

１０／１０ ①除却費は、土砂災害危険住宅の撤

去費とする。 

補助額は、「住宅局所管事業に係る標

準建設費等について」第９による基

準単価に、延べ面積(㎡)を乗じた額と

する。 

 

②動産移転等費は、引っ越し費及び

仮住居費とする。 

 

建
物
助
成
費 

土砂災害危

険住宅に代

わる住宅の

建設（購入・

購入後の改

修を含む。）

に要する経

費（借入金

利子相当額

補助）     

 １戸当たり４，２１０

千円（建物３，２５０千

円、土地９６０千円）を限

度とする。 

 ただし、特殊土壌地帯

については、１戸当たり

７，３１８千円（建物４，

６５０千円、土地２，０６

０千円、敷地造成６０８

千円）を限度とする。 

１０／１０  土砂災害危険住宅に代わる住宅の

建設又は購入（これに必要な土地の

取得費及び購入後の改修費を含む。）

をするために要する資金を金融機

関、その他の機関から借り入れた場

合において、当該借入金利子（年率

８．５％を限度とする。）に相当する

額 

建
設
購
入
等
費 

土砂災害危

険住宅に代

わる住宅の

建設（購入・

購入後の改

修を含む。）

に要する経

費（建設・購

入 等 費 補

助） 

 １戸当たり２，０００

千円を限度とする。 

 

１０／１０ 土砂災害危険住宅に代わる住宅の

建設・購入又は購入後の改修に要

する経費 

１ 新たに住宅の建設・購入又は購

入後の改修に要する経費 

２ 移転先の土地購入に要する経費 

 



住
宅
賃
借
等
費 

土砂災害危

険住宅に代

わる住宅の

賃借に要す

る経費 

１戸当たり、３００千

円を限度とする。 

１０／１０ 土砂災害危険住宅に代わる住宅の

賃借に要する経費 

１ 家賃（1 ヶ月に限る） 

２ 敷金、礼金（保証金等、これに 

類する費用） 

３ 共益費 

４ 仲介手数料 

 特殊土壌地帯：特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時法（昭和２７年法律第９６号）の規定により

指定される地域 


